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Abstract

The tax system to promote investment in a digital transformation (denoted here as the tax 

system to promote investment in a DX） was created as part of the FY2021 revision of the tax system. 

The applicable period of the tax system to promote investment in a DX was extended by the FY2023 

revision of the tax system; the applicable period was extended two years until March 31, 2025, but 

the system was abolished once that period ended.

Reports of fact-finding studies on the application of tax systems to achieve policy objectives 

based on special taxation measures have been published, empirically analyzing the effectiveness of 

such a system is difficult under current circumstances.

The aim of the current study was to attempt to verify an ex-post facto evaluation of the 

effectiveness of a tax system to achieve policy objectives by combining published data on the 

application of the tax system to promote investment in a DX and other publicly available data. Based 

on an empirical analysis and the results of verification, this study suggests forms of highly effective 

digital-related policies to create a digital society in Japan.
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1．本研究の目的
　令和3（2021）年度税制改正において，デジ
タルトランスフォーメーション投資促進税制
（以下，「DX投資促進税制」という。）が創設さ
れている 1）。
　DX投資促進税制は，令和5（2023）年度税
制改正により適用期限の延長がなされ，令和7
（2025）年3月31日まで2年間延長されたが適
用期限をもって廃止されている（措法42の12
の7①）2）。
　租税特別措置法については，「租税特別措置
は，一定の政策目的を達成するための手段とし
て租税のインセンティブ効果を活用しようとす
るものであって，経済政策の一環としての意義
をもつものであるが，その反面，負担公平原則
や租税の中立性を阻害し，総合累進構造を弱
め，納税道義に悪影響を及ぼすなど，多くの短
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所がある点にかえりみ，当調査会が従来から答
申してきた整理縮減の方向を引き続き推進すべ
きものと考える。」3）とされており，租税特別措
置は縮減の方向で進められてきた経緯がある。
　租税特別措置に基づく政策税制の適用成果に
ついては，租税特別措置適用状況透明化法 4）に
基づき，「適用実態調査報告書」の公表はされ
ているが，「現状の有効性を実証的に分析する
ことは難しい。適用企業の個別情報はおろか，
個々の適用額などミクロの情報は全くと言って
いいほど公表されておらず，事後的な開示もな
されていないためである。」と指摘されており 5），
適用実態調査の対象である法人税関係の租税特
別措置について，有効性を実証的に分析するこ
とは困難であるのが現状である。
　DX投資促進税制の適用実態については，適
用対象となった認定案件一覧及び実施状況結果
が公表されている 6）。本研究の目的は，DX投
資促進税制において公表されている適用実態
データ及び他の公表データを組み合わせること
により政策税制の有効性について，事後評価テ
ストを試行し，実証的な分析，検証結果を踏ま
え，わが国のデジタル社会実現に向けた，政策
効果の高いデジタル関連施策のあり方について
提言を行うことである。

2．本論文の構成
　本研究では，Ⅰ「わが国のデジタル社会実現
に向けた現状」では，日本におけるデジタル社
会の進展状況，DX投資促進税制の契機となっ
たDXレポートの概要について述べる。Ⅱ「DX

投資促進税制」では，令和3（2021）年度税制
改正に創設され，令和7（2025）年3月31日を
もって廃止されたDX投資促進税制の制度概要
と特徴について整理を行い，Ⅲ「租税特別措置
法と政策税制」では，租税特別措置法と政策税
制の過去経緯や論点について述べる。Ⅳ「DX

投資促進税制の事後評価テストの試行」では，
租税特別措置適用状況透明化法に基づき公表さ
れているデータや各種公表データを組み合わせ
ることにより政策効果についての実証的分析を

行う。最後の「結びに代えて」では，今後のわ
が国のデジタル社会実現に向けた政策税制に関
する方向性について述べる。

Ⅰ．わが国のデジタル社会実現に向けた現状

　本章では，DX投資促進税制創設の背景となっ
たわが国のデジタル社会の現状，企業における
デジタルトランスフォーメーション（DX）へ
の取組状況について概観する。

1．日本の労働生産性
　日本の労働生産性の国際的なポジションは，
2010年代後半まではOECD加盟国中20位前後
の状況が続いてきたが，2010年代後半から急
激に順位を落としており，2022年は38カ国中
30位になっている 7）。
　日本の一人当たり労働生産性は，92,663ドル
（877万円）で，ハンガリー（92,992ドル／ 880

万円）やスロバキア（92,834ドル／ 879万円）
といった東欧諸国とほぼ同水準であり，主要
先進7カ国で最も低くなっていると報告されて
いる 8）。日本の労働生産性が低い要因について
は，「付加価値創出力」の低さ，つまり，ICT

資産当たり付加価値（IT・デジタル化）が課題
の一つとして指摘されている 9）。

2．デジタル社会実現に向けた国の動き
　令和3（2021）年9月に日本のデジタル社会
実現の司令塔としてデジタル庁が発足してい
る。デジタル庁の創設について，「新型コロナ
感染症への対応の中，行政サービスや民間にお
けるデジタル化の遅れが浮き彫りになりまし
た。思い切ってデジタル化を進めなければ，日
本を変えることはできない。」と訓示されてい
る 10）。
　デジタル庁は，目指すべきデジタル社会への
羅針盤として，「デジタル社会の実現に向けた
重点計画」を公表し，デジタル社会で目指す6
つの姿を示しており，その中で「デジタル化に
よる成長戦略」をあげ，「社会全体の生産性・
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デジタル競争力を底上げし，成長していく持続
可能な社会を目指す」としている 11）。

3．DXレポート「2025年の壁」
　2018（平成30）年に経済産業省「DXレポー
ト～ ITシステム「2025年の崖」の克服とDX

の本格的な展開～」が公表されて大きな注目を
集めた 12）。
　「2025年の壁」とは，「多くの経営者が，将
来の成長や競争力強化のために，新たなデジタ
ル技術を活用して新たなビジネスモデルを創
出・柔軟に改変するデジタル・トランスフォー
メーション（＝DX）の必要性について理解して
いるが……この課題を克服できない場合，DXが
実現できないのみではなく，2025年以降，最大
12兆円／年（現在の約3倍）の経済損失が生じ
る可能性（2025年の壁）」との指摘である 13）。
　「2025年の壁」の要因として，「既存システ
ムの複雑化・ブラックボックス化」から生じて
いると指摘し，既存システムが，事業部門ごと
に構築されて，全社横断的なデータ活用ができ
ず，過剰なカスタマイズがなされているなどに
より，複雑化・ブラックボックス化を招き，「経
営者がDXを望んでも，データ活用のため……
既存システムの問題を解決し，そのためには業
務自体の見直しも求められる中（＝経営改革そ
のもの），現場サイドの抵抗も大きく，いかに
これを実行するかが課題」としている 14）。
　DX実現シナリオとして，「2025年までの間
に，複雑化・ブラックボックス化した既存シス
テムについて，廃棄や塩漬けにするもの等を
仕分けしながら，必要なものについて刷新し
つつ，DXを実現することにより，2030年実質
GDP130兆円超の押上げを実現」するとしてい
る 15）。
　DX推進に向けた対応策として，「「2025年の
壁」，「DX実現シナリオ」をユーザ企業・ベン
ダー企業等業界全体で共有し，政府における環
境整備を含め，諸課題に対応しつつ，DXシナ
リオを実現」することが示されている 16）。

4．DXレポート2.2
　2022（令和4）年7月に経済産業省は「DXレ
ポート2.2」を公表している 17）。「DXレポート
2.2」では，2018（平成30）年の「DXレポート」
を受けて，各種政策ツール（DX推進指標，デ
ジタルガバナンスコード，DX認定など）が発
表され，その後のDXの進捗状況について整理
している 18）。
　「DXレポート2.2」では，「DX推進に取り組
む重要性は広がる一方で，デジタル投資の内訳
はDXレポート発出後も変化がなく，既存ビジ
ネスの維持・運営に約8割が占められている状
況が継続」しており，「自己診断結果を提出し
ていない企業が水面下に多数いることを考える
と，この状況はさらに深刻な段階にある可能
性」を示唆している 19）。
　また，「DXレポート2.2」では，「ユーザ企業
とベンダー企業はともに「低位安定」の関係に
固定されてしまっているため，我が国におい
ては，個社単独でのDXが困難な状況にある。」
として，産業全体として変革する必要性を指摘
し，デジタル産業への変革に向けた具体的な方
向性やアクションを提示している 20）。

5．DX動向2024
　情報処理推進機構（IPA）は，2024（令和6）
年に「企業等におけるDX推進状況等調査分析」
を実施し，その結果を「DX動向2024」として
公表している 21）。
　DX動向2024では，「日本の企業全体として
はDXの取組が年々増加しているが，サービス
業や従業員規模が小さい企業の取組状況は遅れ
ており，課題として捉える必要がある。」との
調査結果を示している 22）。
　DXへの取組は，3つの異なる段階（ステージ）
に分解できる。第1段階はデジタイゼーション
（Digitization）でアナログ・物理データのデジ
タルデータ化，第2段階はデジタライゼーショ
ン（Digitalization）で個別の業務・製造プロセ
スのデジタル化，第3段階はデジタルトランス
フォーメーション（Digital Transformation）で
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組織横断，つまり，全体の業務・製造プロセス
のデジタル化，顧客起点の価値創出のための事
業やビジネスモデルの変革である 23）。
　2024（令和6）年度調査におけるDXの成果は，
2022（令和4）年度調査から大きな変化は見ら
れず，「DXの取組をデジタイゼーション，デジ
タライゼーション，デジタルトランスフォー
メーションの3段階（ステージ）で示している
が，企業のデジタルトランスフォーメーション
段階での取組は成果が出ていない部分があり，
道半ばである」との分析結果が示されている 24）。
　第1段階のデジタイゼーション（アナログ・
物理データのデジタル化）には97.0％の企業が
取組み，その成果の出ている割合は64.7％，第
2段階のデジタライゼーション（業務の効率化
による生産性向上）には99.5％の企業が取組
み，その成果の出ている割合は56.8％，第3段
階のデジタルトランスフォーメーション（新規
製品・サービスの創出）には84.4％の企業が取
組み，その成果の出ている割合は22.1％にとど
まっている（図表1）。
　調査結果について，「DXの成果創出には，4
～ 5割強の企業が越えた第1の崖壁（業務の効
率化，組織横断 /全体の業務・製造プロセスの
デジタル化等）と2割の企業しか超えられてい

ない第2の崖壁（ビジネスモデルの根本的変革
等）が存在する」と指摘しており，日本企業の
デジタルトランスフォーメーションの成果創出
が2割にとどまる原因や成果創出に向けて求め
られる取組等を分析している 26）。

Ⅱ．DX投資促進税制

　本章では，令和3（2021）年度税制改正に創
設され，令和7（2025）年3月31日をもって廃
止されたDX投資促進税制の制度概要と特徴に
ついて整理を行う。

1．DX投資促進税制創設の経緯及び趣旨
　令和3（2021）年度税制改正において，事業
適用設備を取得した場合等の特別償却又は法人
税額の特別控除制度（デジタルトランスフォー
メーション投資促進税制・カーボンニュートラ
ルに向けた投資促進税制）が創設されている。
　制度創設の背景には，令和2（2020）年1月
の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
影響により，多くの企業において，事業・財務
基盤が毀損し，企業戦略の見直しが迫られるな
ど，産業構造転換の必要性が高まり，今後，我
が国企業が競争力を維持・強化するため，事業

図表 1　DXの各段階における取組状況と成果

出所：DX動向 2024（図表 1-14）より筆者作成 25）
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環境の変化に適応した企業変革が不可欠となっ
たことがあげられている 27）。
　産業構造転換として最も必要性が高いデジタ
ルシフトによる事業再構築，すなわち，デジタ
ル技術を活用した企業改革（デジタルトランス
フォーメーション：DX）の推進が重要であり，
これをレガシーシステムの温存・拡大につなが
らない形で，企業の取組を後押ししていくた
め，税制改正において，DX投資促進税制が創
設されている 28）。
　DX投資促進税制は，ウィズコロナ・ポスト
コロナの新たな日常に対応した，企業における
事業再構築を早急に進めていくために，デジタ
ル技術を活用した企業変革（DX）が重要であり，
こうしたDXを企業ごとのレガシーシステムの
温存・拡大につながらない形で進めていく必要
があり，税制においても，こうした企業の取組
を後押ししていくため，産業競争力の強化を目
的としている 29）。

2． 令和3（2021）年度税制改正（創設）に
おける制度概要

　デジタル技術を活用した企業変革（DX）を
進める観点から，「つながる」デジタル環境の
構築（クラウド化等）による企業変革に向けた
投資について，税額控除（5％・3％）又は特別
償却（30％）ができる措置が創設されている（2
年間の時限措置）30）。
　本制度の適用を受けるためには，産業競争力
強化法の認定事業適用事業者が，事業適用計画
の認定要件を満たした上で主務大臣から確認を
受けることが必要となる。
（1）適用対象法人
　適用対象となる法人は，青色申告書を提出す
る法人で認定事業適応事業者とされている 31）。
（2）適用期間
　適用期間は，産業競争力強化法等の改正法の
施行の日から令和5（2023）年3月31日までの
期間とされている。
（3）事業適応計画の内容
　事業適用計画には，事業適用要件としてデジ

タル（D）要件と企業変革（X）要件の2つの
要件を満たす必要があることが本制度の特徴点
な点である。
　（a）デジタル（D）要件
　デジタル（D）要件（データ連携・共有，レ
ガシー回避，サイバーセキュリティ）として以
下の要件を満たす必要がある。

① 他の法人等が有するデータ又は事業者がセン
サー等を利用して新たに取得するデータと既
存内部データとを合わせて連携すること
②クラウド技術を活用すること
③ 情報処理推進機構が審査を行う認定（DX認
定）32）

　（b）企業変革（X）要件
　企業変革（X）要件（ビジネスモデルの変革，
アウトプット，全社戦略）として以下の要件を
満たす必要がある。

① 商品の製造原価が8.8％以上削減されるこ
と等
② 生産性向上や売上高の上昇の目標を定める
こと
　・ 計画期間内で，ROAが2014年～ 2018年
平均を基準値として1.5％ポイント向上

　・ 計画期間内で，売上高伸び率≧過去5年
度の業種売上高伸び率＋5％ポイント

③投資総額が売上高比0.1％以上であること

（4）対象とする設備
　認定された事業適用計画に基づいて行う設備
投資に対して，税額控除又は特別償却ができる
ものとされている。適用対象資産となるソフト
ウェアは「特定ソフトウェアの新設もしくは増
設し，又は情報技術事業適応を実施するために
利用するソフトウェアのその利用に係る費用
（繰延資産となるものに限ります。）」とされて
いる（図表2）。
　適用対象資産（減価償却資産）のソフトウェ
アとは，「電子計算機に対する指令であって一の
結果を得ることができるように組み合わされた
もの（これに関連する財務省令で定める書類を
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含むものとし，複写して販売するための原本を
除く。）」とされている（措令27の12の7①）33）。
　なお，適用対象資産（繰延資産）については
「本制度は，レガシーシステムの温存・拡大に
つながらない形でデジタルトランスフォーメー
ションを進めていくための政策の一つであり，
したがってソフトウェアはクラウドを通じて利
用するものの方が政策目的に適合」としており，
クラウド利用が前提となっている。
　クラウド利用にあたり，利用料となる期間費
用，利用のための初期費用（法人税法施行令第
14条第1項第6号ロの「資産を賃貸し又は使用
するために支出する権利金，立ちのき料その他
の費用」）が繰延資産とされる。
（5）適用対象事業
　適用対象となる事業は，特に業種の限定はな
く，「国内にある……事業の用」とされている
ことから，適用対象法人の国内で行われる事業
に限り対象となる。
（6）税制改正による増減収見込額
　令和3（2021）年度の税制改正における増減
収見込額は，初年度（令和3（2021）年度）▲
70億円，平年度▲110億円と試算されている 35）。

3． 令和5（2023）年度税制改正（延長）に
おける制度概要

　DX投資促進税制の適用期間が令和5（2023）
年3月31日とされているため，令和5（2023）

年度税制改正において，適用期限の2年間延長
及び要件の見直しがされている。
（1）改正の経緯
　施策の必要性について，令和5（2023）年度
税制改正要望事項において次の2点を挙げてい
る 36）。
　1点目は，DX投資促進税制の支援の結果，
通常の企業変革に比べても難易度の高いDXに
取り組む企業の大胆な投資を後押しして好事例
を創出したとしているが，依然として企業にお
いては「ランザビジネス（現行ビジネスの維持・
運営）」の予算が多く，「バリューアップ（ビジ
ネスの新しい施策展開）」の予算に移行できて
いないとしている。
　2点目は，現行制度では投資意思決定日から
事業供用日（期限）が約2年程度であることか
ら，大規模なシステム投資の実態と適用期間が
合わないことが課題であるとしている。
　DX投資促進税制の期限を令和7（2025）年3
月31日まで延長するとともに，より一層効果
的なDXにつながるデジタル投資を支援するた
め税制認定要件等の見直しを図るとしている。
税負担軽減措置等の適用実績と今後の見込みを
図表3に示す。
（2）改正の内容
　改正内容は，①適用期限の延長（令和7（2025）
年3月31日まで2年延長），②従前の認定に基
づく資産の除外，③認定要件の見直しの3点で

図表 2　DX投資促進税制の措置内容（令和 3（2021）年度創設時）

※設備投資総額の上限：300 億円
（注 1） クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用（繰延資産）
（注 2） 機械装置及び器具備品にあっては，ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するものに

限る
（注 3） 税額控除の控除上限は，カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法

人税額の 20％を上限
出所：財務省より作成 34）
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ある。
　改正では，国際的な競争力の強化に資する
DXを促し，成長性の高い海外市場を獲得する
取組に重点化するため，生産性の向上又は需要
の開拓に特に資する基準及び事業対応計画の認
定要件の見直しがされていることが特筆すべき
点である（図表4）37）。

Ⅲ．租税特別措置法と政策税制

　本章では，次章でDX投資促進税制の事後評
価テストを行うにあたり，これまでの租税特別
措置法及び政策税制の過去経緯や論点について
整理する。

1．租税特別措置・政策税制の定義
　租税特別措置法は，第1章第1条において「こ
の法律は，当分の間，所得税，法人税，地方法
人税，相続税，贈与税……の特例を設けること
について規定するものとする。」と法の趣旨を
規定している 40）。
　租税特別措置法・政策税制の定義については，
「いかなるものを政策税制あるいは租税特別措
置にかかる税制として理解するかはかならずし
も見解は一致しているとはいえない」とされて
いる 41）。
　租税特別措置について，「特定の政策目的を
実現するために，税制上の例外規定・特別規定
をもって行われる税の軽減措置・優遇措置であ
る」と定義しつつも，「わが国の場合，この例

注： 事業適用計画数の見込みは，税制改正当時の計画値
出所： 経済産業省『令和 5年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項』より作成

図表 3　税負担軽減措置等の事業適用計画数

注：下線は筆者
出所：経済産業省資料より作成 38）39）

図表 4　令和 3（2021）年度（創設）と令和 5（2023）年度（延長）の認定要件
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外規定・特別規定は，主として『租税特別措置
法』によっているが，そのほかの基本税制にお
いても類似の例外規定・特別規定がみられる。
したがって，特別措置の範囲を厳密に定めるこ
とはきわめて困難である」との見解が示されて
いる 42）。
　また，「租税特別措置というのは，租税類別
措置（differential tax）とは異なり，担税力そ
の他の点では同様な状況にあるにもかかわら
ず，なんらかの政策目的のために，特定の要件
に該当する場合に，税負担を軽減しあるいは加
重することを内容とする措置のことで，税負担
の軽減を内容とする租税特別措置を租税優遇措
置（preferential tax treatments）といい，税負
担を加重する租税特別措置を租税重課措置とい
う」との定義が示されている 43）。
　租税特別措置法と政策税制の関係について
は，「租税政策とは，租税制度に関する国家の
政策であるが，それは，租税政策以外の国家の
様々な政策と密接な関係を有する。これは，租
税法・租税制度が，財政目的（すなわち，収入
を得るという租税本来の目的）以外の，国家の
様々な政策実現のための手法として用いられて
いるかである。これを政策税制と呼ぶ。」との
見解が示されている 44）。
　つまり，租税特別措置は，特定の政策目的を
実現するための政策手段の一つであり，「税負担
の公平・中立・簡素」という税制の基本原則 45）

の例外措置として位置づけられるものである。

2．法人税における政策税制の分類及び手法
　本項では，政策税制のうち，法人税法におけ
る分類及び手法の体系について整理を行う。
　法人税法における政策税制は，①法人税を永
久に免除し，または軽減する性質を有するも
の，②一時的にその課税を猶予し，その延期を
行うもの，③重課，損金不算入の3形態に分類
される（図表5）46）。
　上記①の分類には，税率の軽減，損金算入
（特別控除），②の分類には，特別償却，準備
金，圧縮記帳，③の分類には，税率による重
課，損金不算入などが該当する 47）。
　DX投資促進税制は，②一時的にその課税を
猶予し，その延期を行うものに該当する。本項
では②の特別償却，準備金，圧縮記帳の概要を
述べる。
（1）特別償却
　特別償却は，減価償却資産について通常の減
価償却額以上の超過償却を行わせるものであ
り，投下資本の早期回収または資金繰り緩和を
図るため，主に産業基盤の強化，設備近代化等
の見地から認められ，狭義の特別償却 48）と割
増償却 49）が該当する。特別償却は措置法上の
減価償却の特例として，普通償却と同様に位置
づけられており，商法上の「相当の償却」に当
たるどうかについて疑義が生ずることから，こ
のような償却方法にかえて特別償却準備金とし
て積み立てることを認めている 50）。
　特別償却は，減価償却制度を利用した課税繰
延措置であるが，企業としては課税猶予額を資

図表 5　法人税における政策税制の手法による分類
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金として運用することができることから，国庫
から無利息融資を受けるのと同等の経済効果を
享受できるものとされ，特定の設備投資等を誘
導する政策的な誘導措置として位置づけられて
いる。しかしながら，特別償却制度は租税負担
の公平性や租税の中立性を阻害するとの指摘が
されている 51）。
（2）圧縮記帳
　圧縮記帳は，租税政策的目的から，一定の場
合に課税を繰り延べるものである。国庫から助
成し，他方で課税を通じてその一部を直ちに国
庫に吸収することは，国庫補助金の支給による
政策効果を実現できなくなるため，当該支給額
を益金の額に算入するとともに，同額を固定資
産の価額から差し引き損金の額により，取得時
点での課税を中和化し，固定資産の耐用年数に
わたり繰延課税する方法であり，減価償却と同
様な効果を持つものとされる 52）。
（3）税額控除
　税額控除は，政策減税等の手段として多用さ
れており，支出した費用について，一定額を法
人税から控除するものである。しかしながら，
「税額控除なので，赤字などでもともと法人税
が発生しない企業においては意味がない」とさ
れている 53）。

3．租税特別措置の問題の所在
　租税特別措置に対しては，「一定の政策目的
を達成するための手段として租税のインセン
ティブ効果を活用しようとするものであって，
経済政策の一環として意義をもつものである
が，その反面，負担の公平原則や租税の中立性
を阻害し，総合累進構造を弱め，納税道義に悪
影響を及ぼすなど，多くの短所がある」と指摘
されている 54）。
　この租税特別措置の短所に対し，「租税特別
措置が認められるのは，まず，税制以外の措置
で有効な手段がないかどうかを検討し，他に適
当な方法が見出しえない場合に限られるべきで
ある。」との考えが示されている 55）。
　平成22（2010）年度税制改正大綱において，

「現状では，適用実態がはっきりしないものや，
適用件数が非常に少ないもの，導入から相当期
間が経過し役割を終えているもの，特定の業界
や一部の企業のみが恩恵を受けていると思われ
るものが散見」という指摘がされている 56）。
　また，租税特別措置の短所として，「租税特
別措置は納税者を当然の対象とするが，全法
人の約7割が欠損法人であるといった状況のも
とでは租税特別措置等の政策効果は限定的とな
る。」と指摘されている 57）。

4．租税特別措置の評価テスト
　前項で述べたとおり，「租税特別措置が認め
られるのは，税制以外の措置で有効な手段がな
いかどうかを検討し，他に適用な方法が見出し
得ない場合に限られるべきである。」ことから，
税制調査会において評価テストの検討がなされ
ている。
（1）3つのテスト
　昭和39（1964）年度の税制調査会の答申 58）

において，租税特別措置の評価について次のテ
スト項目が示されている。

（イ）政策目的自体の合理性の判定
（ロ）政策手段としての有効性の判定
（ハ） 附随して生ずる弊害と特別措置の効果

との比較衡量

　上記は「3つのテスト」と呼ばれ，租税特別
措置に対する判断の規律とされたものである 59）。
　（イ）直接の政策目的の合理性の判定とは，
「その特別措置の目的が総合的な経済政策の観
点から考えて合理的な意義を持つものであるか
どうか，また，掲げられている政策目的が他の
政策目的と抵触することはないか，つまり，経
済政策全体として首尾一貫し調和のとれている
ものになっているかどうかが検討されるべきで
ある。」であり，（ロ）政策手段としての有効性
の判定とは，「政策目的に対してその措置が果
して有効であるかどうかの検討である。政策手
段の有効性が十分確保されなければ，これを導
入する意義に乏しいことはいうまでもない。」
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であり，（ハ）附随して生ずる弊害と特別措置
の効果との比較衡量とは，「特別措置には……
負担公平の原則や租税の中立性を阻害し，総合
累進課税を弱め，納税道義に悪影響をおよぼす
等の弊害が生ずる。……特別措置については，
この附随して生ずる弊害の程度を十分検討し，
政策手段としての有効性とのバランスにおいて評
価すべきである。」との考えが示されている 60）。
（2）6つのテスト
　平成21（2009）年12月22日の「平成22年度
税制改正大綱～納税者主権の確立に向けて～」
おいて，「政策税制措置の見直しの指針（6つ
のテスト）」が示されている 61）。「政策税制措置
の見直しの指針（6つのテスト）」は，「租税特
別措置をゼロベースから見直すための具体的な
方策を策定する」との諮問に基づき，租税特別
措置及び非課税等特別措置の見直しのための論
点整理に関するプロジェクトチームにおける検
討結果を反映したものである 62）。

〇 背景にある政策に今日的な「合理性」が認
められるか
　1． 法律に規定されるなど，所管官庁の政

策体系の中で優先度や緊要性の高いも
のとして明確に位置付けられているか 

　2． 当初の政策目標が既に達成されていな
いか

○ 政策目的に向けた手段としての「有効性」
が認められるか 

　3． 適用数が想定外に僅少であったり，想
定外に特定の者に偏っていないか

　4． 政策評価法に基づく所管官庁の事後評
価等において，税収減を是認するよう
な有効性（費用対効果）が客観的に確
認されているか

○ 補助金等他の政策手段と比して「相当性」
が認められるか 

　5． 同様の政策目的に係る他の支援措置や
義務付け等がある場合に，適切かつ明
確に役割分担がなされているか

　6． 適用実態などからみて，その政策目的
を達成するための政策手段として的確
であり，かつ，課税の公平原則に照ら
し，国民の納得できる必要最小限の特
例措置となっているか

　上記の「合理性」，「有効性」，「相当性」の検
証について，「存続期間が比較的長期にわたっ
ている措置（10年超）や適用者数が比較的少
ない措置（2桁台以下）等については，特に厳
格に判断する。」との方針が示されている。
　この見直しのため「ふるい」として，「租税
特別措置の見直しに関する基本方針」と「地方
税における税負担軽減措置等の見直しに関する
基本方針」を定め，租税特別措置のうち，産業
政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等
を行う「政策税制措置」を抜本的に見直しする
とした 63）。
　「租税特別措置法の見直しに関する基本方針」
では，「原則として3年以下の期限を付して存
続させることを検討する」としたうえで，「実
質的に同じ内容の措置を20年を超えて存続さ
せることとなる場合には，原則として，期限の
定めのない措置とすることを検討」とした見直
し方針（「ふるい」）を示している。
　見直し方針（「ふるい」）では，「政策税制措
置を新設又は拡充する場合には，スクラップ・
アンド・ビルドを基本とし，その費用対効果の
見通しと検証可能性に留意しつつ，別添の「指
針」を踏まえてその緊要性を厳格に判断し，原
則として，3年以下の期限を付すものとする。」
とされた 64）。
（3）事前評価及び事後評価のガイドライン
　租税特別措置等の事前評価及び事後評価の政
策評価の内容，手順等について，「租税特別措
置等に係る政策評価の実施に関するガイドライ
ン」（平成22（2010）年5月28日政策評価各府省
連絡会議了承）において指針が示されている 65）。
（a）事前評価
　事前評価は，租税特別措置等の新設，拡充又
は延長を要望しようとする行政機関が実施し，
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同一の租税特別措置等について，複数の行政機
関が要望を行う場合は，各行政機関が評価の実
施主体であることを前提として，必要に応じ
て，各行政機関が相互に連携・協力して評価に
取り組むこととしている。
　事前評価の項目は，租税特別措置等の①必要
性等（租税特別措置等により実現しようとする
政策目的，租税特別措置等により達成しようと
する目標），②有効性等（適用数，適用額，減
収額及び効果の予測・把握），③相当性（政策
目的の実現のための手段としての，租税特別措
置等の手段を取ることが必要であり，適切であ
るかの説明）である。
（b）事後評価
　事後評価は，評価の対象となる租税特別措置
等に係る政策について，過去に当該租税特別措
置等の要望を行った行政機関が実施し，複数の
行政機関が関係する場合は，各行政機関が評価
の実施主体であることを前提として，必要に応
じて，各行政機関が相互に連携・協力して評価
に取り組むことができる，としている。
　事後評価の項目は，事前評価と同じく，租税
特別措置等の①必要性等，②有効性等，③相当
性である。

5．政策税制の改革の方向性
　税制調査会は平成26（2014）年の「法人税
の改革について」において，「租税特別措置は，
一度創設されると長期にわたって存続するとい
う問題があるため，その必要性や効果を常にゼ
ロベースで検証する必要がある。」と指摘して
いる 66）。
　税制調査会は，具体的な改革の方向性として
「政策税制については，経済社会環境の変化に
応じて必要性と効果を検証し，真に必要なもの
に限定する必要がある。」とし，具体的に下記
の3つの基準に沿って，ゼロベースで見直しを
行うこととしている 67）。

基準1　 期限の定めのある政策税制は，原則，
期限到来時に廃止する

基準2　 期限の定めのない政策税制は，期限
を設定するとともに，対象の重点化
などの見直しを行う

基準3　 利用実態が特定の企業に集中してい
る政策税制や，適用者数が極端に少
ない政策税制は，廃止を含めた抜本
的な見直しを行う

6．租税特別措置適用状況透明化法の制定
　平成21（2009）年度から政権交代に伴う税
制改革の動きを受け，政治主導の考え方のもと
に，政府に財務大臣を会長とし，大臣および各
府省副大臣を構成員とする新しい税制調査会，
そのもとに税財政の専門家によって構成される
専門委員会が設置され，税制改革に関する検討
がされている 68）。
　平成21（2009）年12月22日に「平成22年度
税制改正大綱～納税者主権の確立に向けて～」
において，税制の抜本的改革の基本方針として
「公正・透明・納得」の3つの原則を税制改革
の基本とすることが示されている。新しい税制
改革の仕組みとして，①政府の責任で一元的に
税制改革を策定するための新しい税制調査会の
設置意義について述べ，②租税特別措置を「ふ
るい」にかけて整理合理化を行うとともに，租
税特別措置の適用状況を明らかにするために，
平成22（2010）年度に租税特別措置適用状況
透明化法の制定を目指すことを明らかにしてい
る 69）。
　現行の租税特別措置の中に，その適用実績の
把握や効果の検証が十分なされていないものが
少なからず存し，特定の者に税負担の軽減とい
う経済的な利益を与えるという意味で補助金と
同じ機能を果たすものであり，こうした租税特
別措置がどのように利用され，どのような効果
を生じているかは，補助金と併せて透明でなけ
ればならないという問題が生じていることにつ
いて指摘がされている 70）。
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　租税特別措置の適用実態を明らかにし，その
効果を検証できる仕組みとして，「租税特別措
置の適用状況の透明化等に関する法律（平成
22年法律第8号）」（以下，「租特透明化法」と
いう。）が制定され，関係政省令とともに，平
成22（2010）年3月21日に公布されている。
　租特透明化法第1条において，「この法律は，
租税特別措置に関し，適用の実態を把握するた
めの調査及びその結果の国会への報告等の措置
を定めることにより，適用の状況の透明化を
図るとともに，適宜，適切な見直しを推進し，
もって国民が納得できる公平で透明性の高い税
制の確立に寄与することを目的とする。」とし
ている。目的にある適用実態を把握するための
調査及びその結果の国会への報告等の措置とし
て，租特透明化法には次の三つの仕組みが規定
されている 71）。

（イ） 適用額明細書に記載されている事項の
集計等による適用件数，適用額その他
の事項を把握する適用実態調査

（ロ） 適用実態調査により明らかとなった適
用件数，適用額その他の事項等その結
果の国会への報告

（ハ） 適用実態調査により得た適用状況に関
する情報の各特例措置に関係する各府
省への提供

　なお，交際費等の損金不算入（措法61の4）
や使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
（措法62）等の法人税の負担を増加させる措置
は報告から除かれている 72）。
　租税特別措置の適用状況は，平成23（2011）
年度以降，財務省から公表された報告書によれ
ば，特別償却は平成15（2003）年度を境に大
きく減少しているが，税額控除は傾向としては
減少したと判断するにはまだ難しい状況である
とされている 73）。

Ⅳ．DX投資促進税制の事後評価テスト
の試行

　DX投資促進税制の適用実態については，適
用対象となった認定案件一覧及び実施状況報告
が公表されている。本章では，適用対象となっ
た認定案件一覧及び実施状況結果の公表データ
に加え，他の公表データを組み合わせることに
より政策税制の有効性について，ミクロ的な事
後評価テストの検証を試行する。

1．分析対象データ
　DX投資促進税制の実証的分析においては，
経済産業省のウェブサイトに公表されている
「DX投資促進税制認定一覧」及び「事業適用計
画のポイント」，「認定事業適用計画の概要の公
表」，「実施状況報告」の記載事項に基づき分析
データの整理を行っている。
　なお，経済産業省のウェブサイトにある「DX

投資促進税制認定一覧」には過去に掲載されて
いた一部の資料が最新のウェブサイトには掲載
されていないものもあり，国会図書館インター
ネット資料収集保存事業 74）に保存されている
アーカイブ文書を参照することによりデータ補
完をしている。また，認定事業適用事業者の属
性情報のうち，日本標準産業分類コード（大分
類）は「実施状況報告」の記載内容から，資本
金及び資本金の区分並びに売上高，営業利益は
各認定事業適用事業者の有価証券報告書，決算
公告及びディスクロージャー誌等の公表データ
を基に補完している。

2．DX投資促進税制の事業評価テスト結果
　本節では，令和3（2021）年度税制改正及び
令和5（2023）税制改正の事業適用計画認定案
件（情報技術事業適応）の公表データに基づき
DX投資促進税制の事後評価分析を試みる。
（1）認定事業適用事業者数
　令和3（2021）年度税制改正（令和3（2021）
年8月～令和5（2023）年3月）の認定事業適
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用事業者は43社，令和5（2023）年度税制改正
（令和5（2023）年4月～令和7（2025）年3月）
の認定事業適用事業者は2社の計45社となって
いる。
　DX投資促進税制（令和3（2021）年度税制
改正及び令和5（2023）年度税制改正）の認定
事業適用事業者一覧を図表6に示す。
（2）年度別の認定事業適用事業者数
　DX投資促進税制の年度別の認定事業適用事
業者数の分析結果を図表7に示す。
　令和3（2021）年度は上期1社，下期19社の
計20社，令和4（2022）年度は上期13社，下
期10社の計23社となっており，令和3（2021）
年度税制改正の認定事業適用事業者数は合計
43社となっている。
　令和5（2023）年度は上期1社，下期1社の
計2社，令和6（2024）年度は0社であり，令
和5（2023）税制改正の認定事業適用事業者数
は2社にとどまっている 75）。
　令和5（2023）年度以降，認定事業適用事業
者数が大幅に減少している理由については所管
官庁からは公表されていない。令和5（2023）
年度税制改正において，新たに要件として追加
されたのは，デジタル（D）要件の「デジタル
人材の育成・確保」と企業変革（X）要件の「全
社レベルでの売上上昇が見込まれる」，「成長性
の高い海外市場の確保を図ること」である（図
表4）。
　デジタル（D）要件の新たな要件として追加
された「デジタル人材の育成・確保」については，
多くの企業においてDX人材の育成・採用活動
を積極的に行っており，事業計画としては実施
可能な目標と考えられる。一方，企業変革（X）
要件の新たな要件として「成長性の高い海外市
場の確保を図ること」が追加設定されたことに
より，海外市場に展開している企業のみが対象
となったことも大幅な減少の一因になったもの
と考えられる。
（3）産業分類別の認定事業適用事業者数
　DX投資促進税制の産業分類別の認定事業適
用事業者の傾向について分析を行う。分析結果

を図表8に示す。
　産業分類別で最も多いのは「I 卸売業，小売
業」の14社，次いで「J 金融業，保険業」の
10社，「E 製造業」の9社となっている。「G 情
報通信業」は5社，「M 宿泊業，飲食サービス
業」は3社である。
　デジタル活用が期待される「A 農業，林業」，
「P 医療，福祉」など認定事業適用事業者がな
い産業分類も存在している。産業分類別の分析
結果から，DX税制が一部の産業セクターにお
ける活用となっている。
（4） 産業分類別・資本金区分別の認定事業適用

事業者数
　DX投資促進税制の産業分類別・資本金区分
別の認定事業適用事業者の傾向について分析を
行う。分析結果を図表9に示す。
　認定事業適用事業者45社中，資本金の区分
が「100億円以上」が33社，「50億円～ 100億
円未満」が4社となっており，認定事業適用事
業者は大企業のみである。資本金の区分1億円
未満の中小企業は0社となっている。
　DX投資促進税制Q＆A76）において，税制措
置の対象となる事業者に関する質問に対し，
「青色申告書を提出する法人又は個人であって，
認定事業適応事業者であるものであれば，業
種・資本金規模を問わず対象になり得ます。」
との回答が示されているが，結果的に大企業中
心の制度となっており，中小企業において事実
上，制度利用しにくい政策税制となっている。
（5）デジタル要件（D）における取組内容の類型
　令和3（2021）年度税制改正及び令和5（2023）
年度税制改正に共通するデジタル（D）要件は，
「データ連携」，「クラウド技術の活用」，「DX認
定の取得」の3要件である。
　前述したとおり，「本制度は，レガシーシス
テムの温存・拡大につながらない形でデジタル
トランスフォーメーションを進めていくための
政策の一つであり，したがってソフトウェアは
クラウドを通じて利用するものの方が政策目的
に適合」としていることから，全ての認定事業
適用計画において，クラウド利用が前提となっ
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図表 7　DX投資促進税制の年度別認定事業適用事業者数

図表 8　DX投資促進税制の産業分類別認定事業適用事業者
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ている。
　令和3（2021）年度税制改正43社，令和5
（2023）年度税制改正2社のデジタル要件の取
組内容については，各社毎に詳細資料「事業適
用計画のポイント」に実施概要が公表されて
いる。各社におけるDX実現に向けた取組内容
は，図表10に示すとおり「顧客の利便性向上・
サービス提供」と「生産性向上・リードタイム
短縮」を目指す2つの類型に分類することがで
きる。
　「顧客の利便性向上・サービス提供」の取組
内容は，企業と顧客との関係（リレーション）
を強化することを主な目的とするものである。
スマホアプリを活用し，クラウド経由で顧客の
行動履歴を取得し，新たに構築した顧客データ
ベース（顧客DB）に収集したデータを蓄積し，
蓄積された顧客データを自社内，フィンテック
企業及び外部企業と連携することにより，パー
ソナライズ化したサービス提供を実現しようと

するものである。この類型は主に，「I 卸売業，
小売業」，「J 金融業，保険業」の産業分類に該
当する事業者において取組みがなされている。
　「生産性向上・リードタイム短縮」の取組内
容は，主に「E 製造業」の産業分類の事業者が
中心となる。この類型は，自社内，取引先，販
社といったサプライチェーンの関係者間で，ク
ラウドを活用してデータ共有（共有DB）を実
現することにより，設計～調達～製造～物流～
販売～サービスの一連のプロセスを連結し，生
産性向上とリードタイム短縮を実現しようとす
るものである。
　図表10に示した「顧客の利便性向上・サー
ビス提供」と「生産性向上・リードタイム短縮」
のいずれ類型においても，DX実現のためには，
自社のみならず，取引先，外部企業等の利害
関係者を含めたサプライチェーン全体のDX化
を実現できなければ，非DX化の箇所がボトル
ネックとなり，全体最適化されたDX実現はで

図表 9　DX投資促進税制の産業分類別・資本金区分別認定事業適用事業者



人文・社会科学研究　東京国際大学大学院　第 9号　2025年 12月̶  22  ̶

きないことになる。
　わが国のデジタル社会の実現に向けて，
ショーケースとなる先進的な取組みを行う企
業におけるDX導入を支援もしつつ，サプライ
チェーン全体のDX推進，つまり，点と点から
面的なDX実現へシフトしていかないと，期待
する成果は得られないと考えられる。
（6）DX投資促進税制の実施期間
　認定事業適応計画の実施期間は最長10年間
とされている。令和6（2024）年度までに計画

認定された事業者は，計画の終了まで実施状況
を報告する義務がある。
　各社の実施期間については，詳細資料「認定
事業適応計画の概要の公表」において開示さ
れている。図表11にDX投資促進税制の実施
期間の分布を示す。なお，認定事業適用事業
者45社のうち，開発中断及び認定取り消しと
なっている3社を集計対象から除いている。
　実施期間で最も多いのは「5年」の20社，次
いで「4年」の10社，「3年」の5社となっている。

図表 11　DX投資促進税制の実施期間

注）認定事業適用事業者 45 社のうち，開発中断及び認定取り消し 3社を集計対象から除いている

図表 10　認定事業適用計画の取組内容の類型

出所：事業適用計画のポイントより筆者作成
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　令和5（2023）年度税制改正の経緯として，
「現行制度では投資意思決定日から事業供用日
（期限）が約2年程度であることから，大規模
なシステム投資の実態と適用期間が合わないこ
とが課題である」とされているとおり，デジタ
ル（D）と企業変革（X）を実現するためには，
2年間という短期間で実現することは難しいこ
とを裏付けている。
　一方で，「2年」が3社，「3年」が5社，存在
しており，短期でDX実現を目指すという事業
者の取組みも存在する。事業環境や情報技術の
進展は早く，早期にDX実現により目的を達成
しようとする試みもあることは着目すべきで
あ る。
　図表12にDX投資促進税制の産業分類別・
実施期間の分布を示す。産業分類別での傾向の
違いはなく，実施期間の「5年」が最も多い。
（7）事業適応計画に係る事業の目標の達成状況
　計画期間中は，認定事業適用事業者は，毎
事業年度，計画の実施状況について所定様式 77）

による報告が義務づけられている。報告事項
は，「認定の日付」，「認定事業適応事業者の名

称」，「認定事業適応計画の実施期間」，「認定事
業適応計画の実施状況」の4項目である。
　認定事業適応計画の実施期間は最長10年間
であり，令和6（2024）年度までに計画認定さ
れた事業者は，計画の終了まで実施状況を報告
する義務がある。報告書の提出時期は原則，認
定事業適用事業者の事業年度終了後3ヶ月以内
で，毎年度公表される。なお，事業適応期間中
に目標を達成した場合は，翌年度以降の報告は
不要とされている。
　本項では，事業適用計画に係る事業の目標の
達成状況について，経済産業省のウェブサイト
にある「DX投資促進税制認定一覧」の実施状
況報告の公表データを基に，各認定事業適用事
業者の達成状況について分析を行う。なお，海
外要件など新要件が追加された令和5（2023）
年度税制改正については認定事業適用事業者が
2社と少数であることから本分析からは除くこ
ととした。
　令和5（2023）年度における事業適用計画に
係る事業の目標の達成状況の分析結果を図表
13に示す。認定事業適用事業者43社の自己評

注）認定事業適用事業者 45 社のうち，開発中断及び認定取り消し 3社を集計対象から除いている

図表 12　DX投資促進税制の産業分類別・実施期間
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価として，「達成」は14社，「未達」は12社と
なっている。達成見込みであるが計画期間中の
ため効果は発現していないとする「途上」は9
社，「認定取消し」は3社である。なお，「その
他」の5社は，直接的な売上高の伸び率を計測
することは困難であると記載のあるもの又は目
標の達成状況について直接的な記載がない認定
事業適用事業者が該当する。認定事業計画に
おける第3段階のデジタルトランスフォーメー
ションの成果創出を実現している割合は3割と
なる。
　DX投資促進税制の事業適用計画の認定にあ
たっては，「生産性向上目標・新需要開拓目標」
及び「財務内容の健全性の向上目標」の2つの
KPIを設定する必要がある。令和5（2023）年
度における各社の事業適用計画に係る事業の目
標の達成状況を整理した結果を図表14に示す。
　「財務内容の健全性の向上目標」のKPIは，
「有利子負債／キャッシュフロー」及び「経常
収支比率」の会計情報から測定可能なKPIであ
り，全て認定事業適用事業者が状況報告を行っ
ている。一方，「生産性向上目標・新需要開拓
目標」のKPIは，「業種売上高伸び率と比較し
て〇〇％ポイント以上」というKPI設定がなさ
れている。認定事業適用事業者からの回答の中

には，「直接的な売上高の伸び率を計測するこ
とは困難」とする回答も見受けられる。
　DX投資促進税制の関連投資は，事業者にお
けるデジタル投資総額の一部のみを対象として
いることから，本税制による直接的な効果を測
定することは難しいものと考えられる。会計
情報から測定可能なKPIである「有利子負債／
キャッシュフロー」及び「経常収支比率」につ
いても，本税制措置の適用のみで直接的に達成
できるものではないと考えられる。
　DX投資促進税制の適用におけるKPI設定の
あり方については，直接的な効果を測定できる
指標にすべきではないかと考えられる。
　DX投資促進税制の達成状況について，産業
分類別及び資本金区分別の認定事業適用事業者
の傾向について分析を行う。分析結果を図表
15及び図表16に示す。
　サンプル数が少ないため有意な差があるとは
言えないが，産業分類別では「G 情報通信業」
では「未達」とする割合が多く，「J 金融業，
保険業」では「達成」とする回答傾向が見受け
られる。資本金区分別についてはサンプル数も
少なく比較することができなかった。
　事業適用計画に係る事業の目標の売上高営業
利益率区分別達成状況（令和5（2023）年度）

図表 13　事業適用計画に係る事業の目標の達成状況（令和 5（2023）年度）

注） 令和 5（2023）年度税制改正の認定事業適用事業者は 2社と少数であり分析からは除
いている。
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図表 14　事業適用計画に係る事業の目標の達成状況一覧（令和 5（2023）年度）（1/2）
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注）令和 5（2023）年度税制改正の認定事業適用事業者は 2社と少数であり分析からは除いている

図表 14　事業適用計画に係る事業の目標の達成状況一覧（令和 5（2023）年度）（2/2）

図表 15　事業適用計画に係る事業の目標の産業分類別達成状況（令和 5（2023）年度）

注）令和 5（2023）年度税制改正の認定事業適用事業者は 2社と少数であり分析からは除いている
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の分析結果を図表17に示す。本業の営業成績
を示す売上高営業利益率を指標として用いるこ
とにした。事業年度毎の変動影響を考慮するた
め，売上高営業利益率は直近3事業年度（令和
4（2022）年～令和6（2024）年）における売
上高と営業利益の平均値から算出している。な
お，単体の売上高，営業利益が公表されていな
い認定事業適用事業者については，連結決算の

売上高と営業利益の数値を用いている。また，
銀行業・保険業の場合は，決算報告の経常収益，
経常収入の値を用いている。
　売上高営業利益率が高くなるにつれ，「達成」
の割合が増加する傾向にあるが，サンプル数が
少ないため有意な差があるとは言えない。一般
的に売上高営業利益率の高い企業ほど，高い生
産性を実現しており，デジタル投資も進んでい

注）令和 5（2023）年度税制改正の認定事業適用事業者は 2社と少数であり分析からは除いている

図表 16　事業適用計画に係る事業の目標の資本金区分別達成状況（令和 5（2023）年度）

図表17　事業適用計画に係る事業の目標の売上高営業利益率区分別達成状況（令和5（2023）年度）

注）令和 5（2023）年度税制改正の認定事業適用事業者は 2社と少数であり分析からは除いている
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るものと想定され，更なるDX実現によるレベ
ルアップを図ろうとしているものと考えられる。

3．考察
　本章では，令和3（2021）年度税制改正及び
令和5（2023）税制改正の事業適用計画認定案
件（情報技術事業適応）の公表データを基づき
DX投資促進税制の政策効果に関する事後評価
テストを試行した。
　租税特別措置に基づく政策税制の適用成果に
ついては，租特透明化法に基づき，適用実態に
関する報告書は公表されているものの，ミクロ
の情報は公開されておらず，現状の有効性を実
証的に分析することは難しいとされているが，
本研究で取り上げた，DX投資促進税制につい
ては，認定事業適用計画の概要，事業計画のポ
イント，各事業年度の目標の達成状況などが公
表されており，各社におけるDX実現に向けた
実施状況や成果について概要把握することは可
能であると評価できる。しかしながら，認定事
業適用事業者におけるDX投資金額及び税額控
除額など，事業上の秘密に該当する部分は，公
表の対象外とされており，具体的に確認するこ
とはできなかった。先進的なDX投資を図った
認定事業適用事業者の取組みは，同じ悩みを持
つ多くの企業において参考となるものであり，
ベストプラクティスとして，具体的な取組内容
について，取組成果の成果報告会や成果報告書
のような形態で，その取組成果を併せて公表さ
れることを期待したい。ただし，認定事業適用
事業者の事後報告への負担軽減も配慮する必要
がある。
　次に，DX投資促進税制の制度利用について
触れたい。令和3（2021）年度に創設され，令
和7（2025）年3月末までの期間において，DX

投資促進税制を利用した企業は45社（開発中
断及び認定取り消しの3社を含む。）となった
が，図表3の事業適用計画数の見込みを下回る
認定事業適用事業者数という結果になった。
　DX投資促進税制は，事業適用要件としてデ
ジタル（D）要件と企業変革（X）要件の2つ

の要件を満たす必要があることが本制度の特徴
点な点であることについて前述したが，申請し
ようとする多くの企業において事業適用要件が
厳しい条件であったのではないかと考えてい
る。DX投資促進税制を申請するためには，先
ず，産業競争力強化法の認定事業適用事業者で
あることが必須条件であり，その上で，デジタ
ル（D）要件として，DX認定制度（情報処理
の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制
度）の認定を受けている事業者でなければな
らないという要件が設定されている 78）。令和7
（2025）年5月時点におけるDX認定制度の認定
事業適用事業者数は全体で1,448者（うち，大
企業732者，中小企業等716者）であるが，DX

投資促進税制を活用するためには，産業競争力
強化法の認定事業適用事業者，かつ，DX認定
制度の認定事業適用事業者であるという2要件
を同時に満たす必要があり，DX投資促進税制
を利用した事業者は，DX認定事業適用事業者
のうち約3％程度にとどまる。
　また，認定事業適用事業者の産業分類別は「I 

卸売業，小売業」，「J 金融業，保険業」，「E 製
造業」などが多く，一方で，デジタル活用が期
待される「A 農業，林業」，「P 医療，福祉」の
産業分野ではDX投資促進税制の適用はない結
果となっている。認定事業適用事業者45社中，
資本金の区分が「100億円以上」，「50億円～
100億円未満」の大企業が占めている。業種・
資本金規模を問わず適用対象としていたが，結
果的に特定の産業分野及び大企業中心の制度と
なっており，中小企業において事実上，制度利
用しにくい政策税制となっている。
　DX投資促進税制創設の背景には，令和2
（2020）年1月の新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の影響もあり，我が国企業が競争
力を維持・強化するため，DXによる企業変革
を加速しようとする本制度の方向性は望ましい
ものであるが，本制度を利用できる事業者が少
数，かつ，限定的な結果となった。我が国全体
のDXを加速していくためには，より多くの事
業者が利用できるようなDX投資促進税制の要
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件に見直すべきではないだろうか。
　最後に，事業適用計画に係る事業の目標の達
成状況について考察を述べる。目標を達成した
とする認定事業適用事業者は3割程度となって
いる（図表13）。DX動向2024の調査結果によ
れば，各段階における取組状況と成果（図表1）
において，第3段階のデジタルトランスフォー
メーションの「崖壁（ビジネスモデルの根本
的変革等）」を超えたのは2割とされているが，
本税制の認定事業適用事業者の達成状況は3割
を超えており，また，高度な活用を目標とした
難易度の高い取組みであったことを加味する
と，各事業者において認定事業計画に基づき，
着実に事業遂行されたものと評価できる。

結びに代えて

　本論文では，令和7（2025）年3月31日をもっ
て廃止されたDX投資促進税制について，公表
データを基に，政策税制の有効性について，ミ
クロ的な事業評価テストの検証を試みた。その
検証過程において，DX投資促進税制の制度設
計上の課題について，いくつか見直し論点があ
ると考えている。
　1点目は，認定要件のあり方である。令和5
（2023）年度税制改正において，企業変革（X）
要件の新たな要件として「成長性の高い海外市
場の確保を図ること」が追加設定されたことに
より，海外市場に展開している企業のみが対象
となり，認定事業適用事業者数が大幅な減少の
一因になったものと考えられる。令和3（2021）
年度税制改正の制度下では43社の認定事業適
用事業者の採択があったが，令和5（2023）年
税制改正の制度については2社に激減してい
る。海外事業展開を進め，同時にDX実現とい
う次のステージに進もうとする意欲的な企業に
対する制度改正であるが，新要件によりハード
ルが上がり過ぎたものと考えられる。
　2点目は，点と点から面へのDX実現への展
開，つまり，政策税制の適用対象範囲の取扱い
である。図表10に示した「顧客の利便性向上・

サービス提供」と「生産性向上・リードタイム
短縮」のいずれ類型においても，DX実現に向
け自社のみならず，取引先，外部企業等の利害
関係者を含めたサプライチェーン全体のDX化
を実現できなければ，非DX化の箇所がボトル
ネックとなり，全体最適化されたDX実現はで
きないことになる。中小企業においても制度利
用が可能な政策税制の導入が望まれる。
　3点目はDX投資促進税制の適用期間のあり
方である。令和5（2023）年度税制改正の経緯
として，「現行制度では投資意思決定日から事
業供用日（期限）が約2年程度であることから，
大規模なシステム投資の実態と適用期間が合わ
ないことが課題である」とされているとおり，
デジタル（D）と企業変革（X）を実現するた
めには，2年間という短期間で実現することは
難しいことを裏付けている。残念ながら，DX

投資促進税制は，令和7（2025）年3月31日ま
で2年間延長されたが適用期限をもって廃止さ
れている。個別最適化されたDX実現から，も
う1つ上のステージである全体最適化された
DX実現するためには相応の時間を要すること
も多く，制度設計においては中長期的な期間設
定をすべきではないだろうか。
　4点目は，KPI設定のあり方である。「財務
内容の健全性の向上目標」については，「有利
子負債／キャッシュフロー」及び「経常収支
比率」の会計情報から測定可能なKPIであり，
全て認定事業適用事業者が結果を公表してい
る。一方，「生産性向上目標・新需要開拓目標」
のKPIとして，「業種売上高伸び率と比較して
〇〇％ポイント以上」という目標設定がなされ
ているが，認定事業適用事業者からの回答の
中には，「直接的な売上高の伸び率を計測する
ことは困難」とする回答も見受けられる。KPI

設定については，KGI的な目標設定ではなく，
DX投資効果を直接測定できるような指標を設
定したほうが，政策効果を把握しやすいものと
考えられる。
　最後に，わが国のDX実現に向けた私見を述
べたい。わが国の将来の成長や競争力強化のた
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めに，新たなデジタル技術を活用したDXの必
要性は理解されているが，この課題を克服でき
ない状況が続いている。DX投資促進税制は令
和7（2025）年3月31日をもって廃止されてい
るが，引き続き社会全体のDX実現に向けた政
策的な誘導策は必要であると考えている。DX

実現にあたっては，トップランナーを支援する
政策税制も重要であるが，点と点の個別最適化

から，面的な全体最適化を実現するために，産
業全体でのデジタル投資を促進するような多く
の企業に適用可能な，特別償却制度を時限的に
導入することを提案したい。「2025年の壁」で
指摘されたレガシーな状況から脱却し，社会全
体でDX実現に向けた政策税制が必要ではない
だろうか。
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